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令和６年度 地域づくり支援ツール検討・策定業務（その２）  

企画提案コンペ募集要項 

 

１ 趣旨 

  兵庫県では、人口減少・高齢化が顕著に進行している多自然地域(※)において、小規

模な集落単位での地域づくり、地域資源の維持・管理などが困難となる中、持続可能な

地域づくりに取り組むため、県と市町による重層的な地域支援体制のもと、「持続可能

な多自然地域づくりプロジェクト」を令和５年度より推進している。 

市町による地域コミュニティ施策をベースとし、地域ニーズに応じた地域づくり施策

の展開が円滑かつ効果的に実施されるよう、県の広域的・専門的な支援の一つとして市

町職員や中間支援組織等の支援者が必要とする有効なツール開発を開始したところで令

和７年度末までに①R5集落の将来を考えるサポートツール、②R6地域づくりのロードマ

ップ・集落評価ツール、③R7フェーズに応じた集落サポートツールを順次開発し、一連

のツールを活用した多自然地域づくりの支援を行う予定である。 

初年度の令和５年度には「集落の将来を考えるサポートツール」（以下、「サポート

ツール」という。）として①使い方マニュアル、②よりよい活用の手引き、③集落カル

テ（フォーマット）を策定した。令和６年度は、このサポートツールの活用を広く図る

ため、普及啓発活動として研修会の開催や必要な資料作成、更新作業を委託する。 

また、このサポートツールの普及・活用を踏まえて、支援者が集落の立ち位置を把握

し、集落がめざす地域づくりに向けた施策の立案を進めるためのツールを作成するた

め、「地域づくり支援ツール検討・策定業務（その２）」（以下、「業務」という。）

を委託するにあたり、企画提案コンペ（以下「コンペ」という。）の実施に際して必要

な事項を定める。 
※ 市街化区域等の市街地を除く自然豊かな地域 

 

２ 業務委託の対象者 

業務を委託するためのコンペに応募することができる者は、次の全ての要件を満たす

者であること。 

(1) 法人その他の団体又は個人事業主であって、業務を適切に遂行できる能力を有するこ

と。 

(2) 提案する業務が法令等の規定により官公署の免許、許可、認可、指定等を受ける必要

がある場合には、当該免許、許可、認可、指定等を受けること。 

(3) 業務の実施にあたり、県との打合せ等に適切に対応できること。 

(4) 次のいずれにも該当しないこと。 

ア 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定による一般競争入札の

参加者の資格制限を受けている者 

イ 応募図書（４(4)に掲げる書類をいう。以下同じ。）の受付期間において、県の指名

停止基準に基づく指名停止の措置を受けている者 

ウ 会社更生法（平成14年法律第154号）に基づく更生手続開始の申立て、民事再生法

（平成11年法律第225号）に基づく再生手続開始の申立てが行われている者 

エ 全ての県税、消費税および地方消費税を滞納している者 
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オ 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体 

カ 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員の統制の下にある者 

 

３ 委託要件 

(1) 委託期間 

契約締結の日から令和７年３月31日（月）まで 

(2) 委託料   

６，９９６，０００円以内（消費税及び地方消費税を含む。） 

 

４ 企画提案に係る手続 

(1) 募集期間 

令和６年４月２４日（水）から同年５月１４日（火）午後５時まで（土曜日及び日曜

日を除く。） 

(2) 募集要項の配布 

  県ホームページからのダウンロード又は事務局（兵庫県企画部地域振興課）における

配布とする。事務局における配布は午前９時から午後５時までとし、土・日・祝日は除

く。 

(3) 応募図書の提出 

持参又は郵送とする。持参による場合は、午前９時から午後５時までに、事務局に提

出すること。郵送による場合は、あらかじめ電話等により事務局に連絡したうえで、令

和６年５月１４日（火）までに事務局に必着とすること。 

(4) 提出書類 

この募集要項のほか、事業委託仕様書等の関連資料に基づき以下の書類（以下「応募

図書」という。）を作成の上、正本１部、副本６部を提出すること。 

ア 応募申請書（様式第１号） 

イ 提案者概要（様式第２号） 

ウ 業務概要（様式任意） 

エ 企画提案書（様式任意） 

オ 作成したツールの普及方法および次年度以降に実施するべきツール作成に関する提案 

内容を説明する書類（様式任意） 

カ 経費積算見積書（様式第３号） 

キ 添付書類 

 (a) 会社概要等提案者の概要を説明する書類 

   (b) 全ての県税、消費税及び地方消費税に滞納がないことを証する書類（提出の日に

おいて発行から３か月以内のもの） 

① 消費税及び地方消費税に滞納のない証明 
      国税所管：税務署（納税証明書「その３の２」若しくは「その３の３」） 

② 全ての県税に滞納のない証明 
      地方税（都道府県）所管：兵庫県内県税事務所（「納税証明書（３）」） 
           ※兵庫県内に事務所を有しない等の理由により県税の課税実績がない場合は、
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誓約書（様式第４号）を提出すること。 
 (5) 応募図書に関する留意事項 

ア 応募図書の作成及び提出に要する経費は、応募者の負担とする。 

イ 応募図書の著作権は、応募者に帰属する。 

ウ 応募図書は、審査のためにのみ使用し、応募者には返却しない。 

 

５ 募集要項の内容に関する質問及び回答 

(1) 質問受付期間  

令和６年４月２４日（水）から同年５月１日（水）午後１２時まで 

(2) 提出方法 

電子メールにより事務局に提出すること。 

(3) 回答方法 

質問及び回答は随時一覧表にまとめ、原則、電子メールで回答する。 

なお、一覧表は、質問者の具体的な提案内容に密接に関わる質問を除き、原則として

募集要項を配布した全ての応募予定者に配布する。 

 

６ 審査 

(1) 審査の方法 

ア 応募図書の内容について、事務局が参加資格の確認を行い、これを通過した者の

み、企画提案コンペ審査委員会において提案内容を審査する。ただし、４者以上の提

案者があった場合は、事前に３者以内を選定の上、審査を実施する。 

イ 審査は、原則として書類審査により行うが、必要に応じて提案者に対して応募図書

の内容確認、追加書類の提出、ヒアリング等を求めることがある。 

 ウ 提案内容の審査は以下の項目について行い、事業を委託する者を選定する。 

  (a) 企画内容 

企画の構成、企画等のアイデア、業務の実施方法の妥当性等 

  (b) 作成したツールの普及方法および次年度以降に実施するべきツール作成に関する

提案 

    委託業務で実施する「地域づくりのロードマップ・集落評価ツール」の作成を踏

まえ、作成したツールの普及方法および次年度以降に実施するべきツールの作成

検討に向けての提案内容 

(c) 実施体制 

事業の実施体制、経費、実績及びノウハウ等 

(d) その他 

その他事業を遂行するにあたっての創意工夫等 

(2) 審査の結果の連絡 

審査の結果は、事務局から応募者全員に文書で通知する。 

(3) 失格等 

  応募図書に虚偽の内容が記載されている場合又は公平な審査に支障を来す行為等が発

覚した場合は、失格又は採択の取消しとすることがある。 
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７ 令和５年度に作成した「集落の将来を考えるサポートツール」の配布 

  県ホームページからのダウンロード又は事務局（兵庫県企画部地域振興課）における配

布とする。事務局における配布は令和６年４月２４日（水）午前９時から同年５月１４

日（火）午後５時までとし、土・日・祝日は除く。 

 

８ 業務の内容等 

(1) 県は、業務を委託する者として選定された者（以下「選定事業者」という。）と提案

業務の内容、実施方法等について協議し、調整する。この過程において、県と選定事業

者双方で確認の上、提案業務の内容等を修正し、又は変更することがある。 

(2) 選定事業者は、前項により協議・調整した内容等を記載した業務計画書及び業務実績

報告書を県に提出すること。 

(3) 契約締結は、審査結果の通知後すみやかに行うものとし、契約締結後は、業務計画

書、委託契約書及び仕様書に従って業務を遂行する。なお、契約形態は原則として精算

契約とし、契約条項は別途示す。 

(4) 選定事業者が委託契約書に記載する条項に違反したときは、県は、当該委託契約の全

部又は一部を解除し、委託料の支払を停止し、又は選定事業者に対して支払った委託料

の全部又は一部の返還を求めることがある。 

(5) 選定事業者は、委託事務の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負

わせてはならない。前項における主体的部分とは、委託事務における総合的な企画及び判

断並びに業務遂行管理部分をいう。 
また、選定事業者は、委託事務の一部を第三者に委任し、又は請け負わせ（以下「再委

託等」という）てはならない。ただし、あらかじめ再委託等の相手方の住所、氏名、再委

託等を行う業務の範囲、その必要性及び契約金額等について記載した書面を県に提出し、

県の書面による承認を得た場合は、選定事業者は、県が承認した範囲の業務を第三者に再

委託等することができる。 
(6) 選定事業者は、委託事務を処理するに当たり、生成AI（人工的な方法により学習、推

論、判断等の知的機能を備え、かつ、質問その他のコンピュータに対する入力情報に応

じて当該知的機能の活用により得られた文章、画像、音声等の結果を自動的に出力する

よう作成されたプログラム及び当該プログラムと連携して動作するプログラムをいう。

以下同じ。）を利用する場合には、県に対し、委託事務の処理の過程において第三者の

知的財産権その他一切の権利を侵害しておらず、成果物が第三者の知的財産権その他一

切の権利を侵害していないことを保証しなければならない。また、委託事務の処理に関

して知り得た秘密及び個人情報を生成AIに入力してはならず、生成AIの出力結果を確認

して修正することなく成果物として県に提出してはならない。 

 

９ 事務局 

兵庫県企画部地域振興課 野村、西埜 

〒650-8567 神戸市中央区下山手通５丁目10番１号 

電話 078-362-4308（直通） ファックス 078-362-3950 

電子メール chiikishinkou@pref.hyogo.lg.jp 


